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「もしかしてハラスメント！？
どこに相談するの？！」

教職員間での「ハラスメント」を見聞きした場合、または受けたと感じた
場合には、一人で悩まずに、まず誰かに相談することが非常に大切です。
各学校にはそれぞれ「ハラスメント相談窓口」があります。また、どうして

も学校では相談しにくいと思った場合には、「外部の相談窓口」があります。

★相談窓口を確認しよう！！
＜プライバシーは厳守されます＞

都城市立明道小学校

★風通しの良い職場をみんなで創ろう！！

ハラスメント防止には初期対応がキーポイントです。

大きくなる前にその芽を摘むことが大事です。

何でも相談できる雰囲気を職員一人ひとりが意識して創りましょう!!

（宮崎県公立学校コンプライアンス推進協議会）
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